
ふくい観光案内所運営委託業務について、企画提案書の提出を求めるので、次のとおり

公示する。 

 

令和７年３月３日 

公益社団法人福井県観光連盟 会長 山田義彦 

 

 

１ 目的 

県内の観光情報を一元的に発信するため、福井の観光おもてなし拠点として整備され

た福井市観光交流センター内の、県全体の観光情報の収集、発信を行うふくい観光案内

所（以下「案内所」という。）を運営する。 

 

２ 企画提案書の提出を求める事項 

 （１）企画提案書の提出を求める業務の名称 

 ふくい観光案内所運営委託業務 

 （２）企画提案書の提出を求める業務の仕様等 

 別添「ふくい観光案内所運営委託業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 （３）委託契約期間 

 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで（３６か月）  

※この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定を準 

用する長期継続契約とする。ただし、各年度における予算が成立することを条件と

する。 

（４）委託契約金額の上限 

 ７９，３３３，３２０円（３６か月） 

（うち取引に係る消費税および地方消費税の額７，２１２，１２０円を含む。） 

 【内訳】 

 令和７年４月１日～令和８年３月３１日    金２６，４４４，４４０円 

  （うち取引に係る消費税および地方消費税の額   ２，４０４，０４０円） 

 令和８年４月１日～令和９年３月３１日    金２６，４４４，４４０円 

  （うち取引に係る消費税および地方消費税の額   ２，４０４，０４０円） 

 令和９年４月１日～令和１０年３月３１日   金２６，４４４，４４０円 

  （うち取引に係る消費税および地方消費税の額   ２，４０４，０４０円） 

 

 ※本業務に関する協議や各種打合せ、申請等に要する経費を含む。 

   社会情勢の変動や運営業務における実績等を踏まえて、契約金額を変更する必

要があると認められる場合は、協議のうえ、予算の範囲内で契約金額を変更す

る場合がある。 

   

 



 
 

 

 

 

 

３ 参加資格 

  この企画提案に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１４６条に規定する競争

入札参加資格を有していること。なお、競争入札参加資格を有していない場合に

おいても、福井県に対して地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の５および福井県財務規則第１４６条に規定する競争入札参加資格審査に関す

る申請を提出済みであれば、当該項目について参加資格を有するものとして取扱

うこととし、競争入札参加資格審査の結果、資格がないと認められた時点におい

て本件に関する参加資格を喪失するものとする。 

   ※競争入札参加資格審査申請書様式は、福井県会計局会計課のホームページか

らダウンロードできる。 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kaikei/sinsei.html 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者でないこと。 

（３）参加資格認定の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（４）参加資格認定の日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に

よる再生手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による

更生手続き開始の申立てまたは破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産

手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

（５）宗教団体や政治活動を活動の目的としていないこと。 

（６）プロポーザルにおけるプレゼンテーション実施日までに納期が到来する国税およ

び都道府県税を滞納していない者であること。 

（７）次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはそ

の支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が

暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している

者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供

与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与して

いる者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kaikei/sinsei.html


 
 

 

 

 

 

４ スケジュール、担当窓口等 

 （１）スケジュール 

   参加表明書の提出期限   令和７年３月 ７日（金）１２時 

   質問書提出期限      令和７年３月 ７日（金）１２時 

   企画提案書の提出期限   令和７年３月１４日（金）１７時 

 （２）担当窓口 

    〒９１０－０００４ 福井県福井市宝永２丁目４－１０ 宝永分庁舎２階 

    公益社団法人福井県観光連盟 担当：森、安田 

     電 話：０７７６－２０－０７４１ 

     F A X：０７７６－２３－３７１５ 

     E-mail：info@fukuioyado.com 

 （３）説明会および案内所現地見学会の実施 

    説明会および案内所現地見学会については開催しない。 

 

５ 受審資格認定の申請手続等 

  企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり申請し、受審資格の認定を受けなけ

ればならない。 

 （１）提出書類 

    参加表明書（様式１）（押印不要）に次の書類を添付し、提出すること。 

・競争入札参加資格通知書（写） 

※ 競争入札参加資格を得ていない場合は「競争入札参加資格審査申請書

（物品購入等）」の写しを添付し、資格を得た時点で速やかに提出する

こと。 

・県税および国税の納税証明書 

 （２）提出期限 

     令和７年３月７日（金）１２時 

 （３）提出先および方法 

４（２）の担当窓口まで、電子メールまたは郵送にて提出すること。 

 （４）受審資格の認定時期および通知方法 

    受審資格の認定結果は、令和７年３月１０日（月）までに電子メールにより申請

者あて通知する。 

 （５）受審資格の認定を受けられなかった者に対する理由の説明 

   ア 受審資格の認定を受けられなかった者は、書面によりその理由について説明を

求めることができる。この場合においては、令和７年３月１２日（水）１２時

（必着）までに、説明を求める旨を記載した書面を４（２）の担当窓口あてに持

参もしくは郵送により提出しなければならない。 

mailto:info@fukuioyado.com


 
 

 

 

 

   イ 説明を求めた者に対して、令和７年３月１４日（金）１７時までに書面により

回答する。 

 

６ 企画提案書の提出手続 

  受審資格の認定を受けた者は、次のとおり企画提案書を提出すること。 

（１）提出書類 

   ・企画提案書の提出について（様式２）（押印不要） 

・次のア～オの内容を盛り込んだ企画提案書 

 ※ 提出書類はＡ４判（一部Ａ３判資料折込使用可）とし、様式は任意とする。 

ア 業務内容に関する具体的な企画案 

  仕様書記載の内容に対する事業提案内容とし、以下の事項は必ず記載すること。 

  ・本事業の遂行にあたり重視するポイント 

   ・案内所に配置するスタッフ（以下「案内員」という。）の３年間を通じた

確保の確実性および人員体制 

  ・案内員の知識向上やスキルアップの実施方法 

  （案内員経験者向け、案内員未経験者向けそれぞれについて記載すること） 

  ・観光案内のための各種情報収集・発信方法 

・案内員の管理体制 

  ・運営業務実施における工夫点 

（例.ワークショップの運営、商品販売、チャットシステムの活用等） 

イ 見積書(内訳をできるだけ詳しく記載すること。) 

ウ 過去の類似業務実績 

エ 会社の概要（組織内容、取扱業務内容、業務連絡体制）が分かる資料 

 例）パンフレット、登記簿謄本等 

オ その他独自の提案  

 （２）提出部数 

    ８部 

 （３）提出期限 

    令和７年３月１４日（金）１７時（必着） 

 （４）提出先および方法 

４（２）の担当窓口まで、持参または郵送（簡易書留）により提出すること。 

ただし、持参の場合は土曜日、日曜日、祝日を除く９時から１７時までとし、郵

送の場合は、封筒に「ふくい観光案内所運営委託業務企画提案書在中」と朱書きの

上、提出すること。 

 

 

 



 
 

 

 

 

７ 質問 

  企画提案および仕様書に関し質問がある場合は、質問書（様式３）（押印不要）に記

載の上、電子メールまたはＦＡＸにより送付すること。 

 （１）送付先 

    ４（２）の担当窓口 

 （２）受付期限 

    令和７年３月７日（金）１２時 

 （３）質問に対する回答 

    質問に対する回答は、令和７年３月１０日（月）までに電子メールにより行う。 

 （４）到達確認 

    質問書を提出する際は、必ず電話で到達確認を行うこと。 

 

８ 企画提案の審査（プレゼンテーション）について 

 （１）プロポーザル審査会の実施 

  企画提案書を提出した者によるプレゼンテーション審査会を以下のとおり実施する。 

 

   ア 実施日時 令和７年３月１８日（火）９時（予定） 

          ※時間や場所等の詳細については、５（４）で受審資格の認定を 

           受けた者に対し別途通知する。 

   イ 実施方法 企画提案書をベースとしたプレゼンテーション １５分 

          質疑応答 １５分 

   ウ 説 明 者 提案業務の統括責任者および担当者 

          ※業務に直接携わらない者（プレゼンのみの参加者）の参加は認め 

           ない。 

 

 （２）契約予定者の選定 

    ふくい観光案内所運営委託業務選定委員会（以下「選定委員会」という。）が、

企画提案書およびプレゼンテーションの内容を審査した上で契約予定者を決定す

る。なお、評価は次の基準により行い、評価基準の配点等の質問は一切受け付けな

い。 

項 目 詳 細 

人員の確保(体制) 

観光案内業務 

3年間を通じた人員確保の確実性があり、人員体制が適切であるか。 

スタッフの福井県の観光に関する知識向上や接遇能力等のスキルアッ

プを十分に図っているか。(案内員経験者向け、案内員未経験者向け) 

外国人観光客に対応した観光案内が可能か 

観光情報の収集・発信 
観光客の多様なニーズに対応した観光情報の収集および効果的な発信

が可能か 



 
 

 

 

 

観光案内所運営の 

実施体制 

各業務の実施や案内所の運営に必要な組織、運営・管理体制が整ってい

るか 

運営業務の工夫 
その他の運営業務について、実施方法に工夫が見られるか。 

(例.ワークショップの運営、商品販売、チャットシステムの活用等) 

独自の提案 独自の提案、または優れている点などがあるか 

経費 経費が妥当なものとなっているか 
 

 （３）審査結果は、採用・不採用いずれの場合も書面にて提案者に通知する。 

    なお、審査内容および各参加者の企画提案内容、見積額等については、非公開と

し、審査結果に対する異議申し立ては一切認めない。 

 （４）契約予定者は、公益社団法人福井県観光連盟（以下「連盟」という。）と必要な

協議が整った後、連盟が指定する期日までに正式な見積書を提出すること。 

 

９ 契約の締結 

  連盟は、契約予定者と企画提案書等の内容をもとに、業務履行に必要な具体的な協議

を行い、協議が整った場合に委託契約を締結するため、委託契約額が見積額と同じにな

るとは限らない。 

  また、連盟は、次の場合には、審査結果において総合評価点が次に高い提案者と協議

を行うこととする。 

 （１）契約予定者として選定されたものが、契約の締結に応じないとき 

 （２）財務状況の悪化等により事業の履行が確実でない恐れがあるとき 

 （３）その他、著しく社会的信用を損なう行為等により、委託が不可能または不適当と   

   なるような事情が生じた場合 

 

10 その他 

 （１）手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。 

 （２）企画提案書の作成、提出等プロポーザル審査会参加に要する経費等は、すべて提  

   案者の負担とする。  

 （３）２案以上の企画提案をした場合は失格とする。 

 （４）提出期限までに企画提案書が到達しなかった場合は、いかなる理由をもっても企 

   画競争に参加できない。 

 （５）提出期限後の企画提案書の差し替えおよび再提出は、原則認めない。 

 （６）提出された企画提案書は返却しない。  


